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ペットボトル・キャップ回収運動

　佐原法人会では平成２３年７月より、香取郡市内１１ヶ所にキャップ回収BOXを設置しております。
ご提供いただいたエコキャップは再生プラスチック原料として換金し、医療支援や障がい者支援、子どもたち
への環境教育等、様々な社会貢献活動にあてられています。
　
回収効果　　・キャップ 430 個で 3,150g の Co2 削減

　・キャップ 430 個の再資源化で 10円
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○平成30年度会員増強運動…………………………………
○第 35回法人会全国大会　鳥取大会に参加…………………
○平成 31年度税制改正に関する提言（要約）…………………
○e-TAX( イータックス )…………………………………
○佐原税務署からのお知らせ
　－消費税軽減税率制度説明会のご案内－
○eLTAX（エルタックス）……………………………………
○写真で見る活動報告……………………………………………
○パソコン講習会……………………………………………
○女性部会　老人ホームへの慰問…………………………
○青年部会　ごきげん坐禅 YOGA ………………………
○AIG損害保険会社広告 ……………………………………
○佐原税務署からのお知らせ　　　　　　　　　　　　　　
　－年末調整等説明会について－　　　　　　　　　　　　
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30年度キャップ回収実績
支 部 等

佐 　 原

神 　 崎

多 　 古

累 　 計

5 回

1 回

3 回

9 回

146.4kg

11.2kg

91.3kg

248.9kg

62,952個

4,816個

39,259個

107,027個

461.2kg

35.3kg

287.6kg

約 784kg

回 収 回 数 CO2個 　 数数量 ( 約 )

（期間 4月 1日～ 9月末日まで）
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平成30年度会員増強運動
　９月～12月（全国統一月間）

　秋気澄む季節となりました。会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
また平素より組織委員会へのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　本年も恒例の会員増強運動が展開されております。本会の活性化はもとより、組織・企業の健全なる発
展の為に会員増強に努めていただきますよう宜しくお願い申し上げます。
　下記に支部単位の会員数、加入率並びに会員増強目標、平成２８年度、平成２９年度の実績が掲載され
ています。会員の皆様の人脈を生かして、一人でも多く会員増強をお願い申し上げますと共に退会防止に
もご配慮をお願い申し上げます。
　結びに会員の皆様の益々のご繁栄を祈念申し上げます。

副会長・組織委員長

　　 　髙　橋　秀　治

支 部 別 目 標 数

法人
(含賛助)

賛助個人 賛助個人

佐　原 408 49.0% 8 5 3 4

神　崎 44 50.6% 2 1 3 4

小見川 195 52.3% 4 2 9 4 16 4

山　田 87 73.1% 2 1 2 2

栗　源 31 50.8% 1 1 1 1

多　古 172 69.4% 3 1 4 4 2

東　庄 82 46.1% 2 1 1

計 1019 53.7% 22 12 22 5 31 6

29年度
獲得実績数

支部
30年8月末
現在会員数

加入率
（％）

法人(含賛助)
目標数

賛助個人
目標数

28年度
獲得実績数

法人
(含賛助)
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第35回  法人会全国大会  鳥取大会に参加
平成30年10月１１日

　第 35回全国大会が「とりぎん文化会館」にて開催されました。
　全国から 1600 名の企業経営者が集結。「“ふるさと”から新しい夜明けを」鳥取市で開催となりました。
　第二部式典は、主催者挨拶に続き、「平成 31 年度税制改正に関する提言」「租税教育活動の事例発表」の報
告がなされました。
（要望事項は以下の通り）

　　　治体で広く導入すべきあでる。
　　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べ
　　　たラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善
　　　せずに高止まりしており、適正な水準に是正す
　　　る必要がある。そのためには国家公務員に準拠
　　　するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠
　　　した給与体系に見直すことが重要である。 
　　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にス
　　　リム化するとともに、より納税者の視点に立っ
　　　て行政に対するチェック機能を果たすべきであ
　　　る。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政
　　　務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
　　　報酬についても日当制を広く導入するなど見直
　　　すべきである。 
Ⅳ．震災復興
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期   
　　である「復興・創生期間（平成28年度～32年
　　度）」も3年目に入っているが、被災地の復興、産
　　業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
　　に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
　　算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故
　　への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必
　　要がある。また、被災地における企業の定着、雇
　　用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
　　講じるよう求める。
　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを
　　踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
　　被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急
　　に取り組まねばならない。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
所得税関係
１．所得税のあり方
　　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するため
　　　にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
　　　すべきである。
　　⑵各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
　　　ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
　　　ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
　　　正化を図るべきである。 

　　⑶個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、
　　　応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
　　とから、これ以上の課税強化は行うべきではな
　　い。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで
　　ある。
　　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
　　　を引き上げる。
地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
　　益性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
　　す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
　　点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　少額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとと
　　もに、賦課期日を各法人の事業年度末とするこ
　　と。また、将来的には廃止も検討すべきである。
　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改
　　定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
　　る。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
　　応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
　　の観点から評価体制は一元化すべきである。
２．事業所税の廃止
　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する
　ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
　対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
　している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
　税は行うべきでない。 
　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始され
　る予定であるが、現在、各府県で導入している森林
　環境等を目的とした超過課税と二重課税とならない
　よう配慮するとともに、真に必要な事業に使途を限
　定すべきである。 
４．法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
　のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
　人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

　　　い等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。
　　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
　　　り重要な課題となる。消費税の制度、執行面に
　　　おいてさらなる対策を講じる必要がある。
　　⑶軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民
　　　や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生
　　　じないよう努める必要がある。また、システム
　　　改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
　　　小企業に対して特段の配慮が求められる。 
５．マイナンバー制度について
６．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・OECD加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア
　　主要10カ国の平均は22％となっており、依然とし
　　て我が国の水準は高い。このため、国際競争力強
　　化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げ
　　の効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野
　　に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時
　　　限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本
　　　則化する。なお、直ちに本則化することが困難
　　　な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56
　　　年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税
　　　率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度
　　　に引き上げる。
　　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観
　　　点から、政策目的を達したものや適用件数の少
　　　ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要
　　　はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化
　　　に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
　　　本則化すべきである。なお、中小企業投資促進
　　　税制の適用期限が平成31年3月31日までとなって
　　　いることから、直ちに本則化することが困難な
　　　場合は、適用期限を延長する。
　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備
　　　　を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
　　　　お、中小企業投資促進税制の上乗せ措置とし
　　　　て平成29年度に改組された中小企業経営強化
　　　　税制について、事業年度末が迫った申請の認
　　　　定に当たっては弾力的に対処すること、及び
　　　　適用期限（平成31年3月31日まで）を延長する
　　　　こと。
　　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
　　　　例については、損金算入額の上限（合計300万
　　　　円）を撤廃する。
３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
　　の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
　　る。その中小企業が相続税の負担等によって事業
　　が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
　　ことになる。今年度の税制改正では比較的大きな
　　見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必
　　要と考える。
　　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
　　　業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す

　　　ると限定的な措置にとどまっており、欧州並み
　　　の本格的な事業承継税制が必要である。とく
　　　に、事業に資する相続については、事業従事を
　　　条件として他の一般財産と切り離し、非上場株
　　　式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
　　　免除する制度の創設が求められる。
　　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わり
　　　を促進するため、10年間の特例措置として同制
　　　度の拡充が行われたことは評価できるが、事業
　　　承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
　　　求める。
　　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
　　　　に、平成29年以前の制度適用者に対しても適
　　　　用要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
　　　　に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
　　　　特例制度を適用するためには、5年以内に「特
　　　　例承継計画」を提出する必要があるが、この
　　　　制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後
　　　　継者の選任等）を始める企業にとっては時間
　　　　的な余裕がないこと等が懸念される。このた
　　　　め、計画書の提出期限について配慮すべきで
　　　　ある。
Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率     
　　化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極
　　めて重要である。ただ、その際に不可欠なことは
　　地方の自立・自助の精神であることを改めて強調
　　しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念と
　　すべきである。
　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のよ
　　うな手法は、あまりに安直であり真の地方活性化
　　にはつながるまい。そもそも住民税は居住自治体
　　の会費であり、他の自治体に納税することは地方
　　税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を
　　納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
　　納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能
　　を有していることから、地方の財政規律を歪めて
　　いるとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでな
　　く、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
　　革を企画・立案し実行していく必要がある。
　　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本
　　　社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術
　　　の活用、地元大学との連携などによる技術集積
　　　づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆
　　　に行う必要がある。また、中小企業の事業承継
　　　の問題は地方創生戦略との関係からも重要であ
　　　り、集中的に取り組む必要がある。
　　⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入
　　　について検討すべきである。基礎自治体（人口
　　　30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町
　　　村合併を推進し、合併メリットを追求する必要
　　　がある。
　　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行
　　　財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチ
　　　ェック機能を活かした手法が有効であり、各自

Ⅰ.税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　・政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成
　　時期を2025年度に大幅延期したが、2022年から
　　団塊の世代が75歳の後期高齢者に入り始めること
　　などを考えれば、それまでに黒字化を達成してお
　　くことが極めて重要になる。
　　⑴2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財
　　　政健全化と社会保障の安定財源確保のために不
　　　可欠である。税率引き上げによる悪影響を緩和
　　　する等の経済環境整備は必要であるが、それ
　　　がバラマキ政策とならないよう十分配慮すべき
　　　である。
　　⑵政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革
　　　期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円
　　　（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に
　　　抑制する目安を示し、達成した。2019年度から
　　　21年度の基盤強化期間についても、社会保障費
　　　の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組
　　　む必要がある。
　　⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の
　　　一体的改革によって進めることが重要である。
　　　歳入では安易に税の自然増収を前提とすること
　　　なく、また歳出については、聖域を設けずに分
　　　野別の具体的な削減の方策と工程表を明示し、
　　　着実に改革を実行するよう求める。
　　⑷消費税についてはこれまで主張してきたとお
　　　り、税率10％程度までは単一税率が望ましい　
　　　が、政府は税率10％引き上げ時に軽減税率制度
　　　を導入する予定としている。仮に軽減税率制度
　　　を導入するのであれば、これによる減収分につ
　　　いて安定的な恒久財源を確保するべきである。
　　⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇
　　　など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
　　　を阻害することが考えられる。政府・日銀に　
　　　は、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求
　　　めたい。
２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　・社会保障給付費は公費と保険料で構成されてい
　　る。適正な「負担」を確保するとともに、「給
　　付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑
　　制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。
　・社会保障の基本的なあり方では、「自助」「公
　　助」「共助」の役割と範囲を改めて見直すほか、
　　公平性の視点も重要である。その意味で、医療保
　　険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人
　　負担については、高齢者においても負担能力に応
　　じた公平性を原則とする必要がある。
　　⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格
　　　対応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高
　　　齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削

　　　減」等、抜本的な施策を実施する。
　　⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な
　　　規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制
　　　するために診療報酬（本体）体系を見直すとと
　　　もに、政府目標であるジェネリックの普及率80
　　　％以上も早期に達成する。 
　　⑶介護保険については、制度の持続性を高めるた
　　　めに真に介護が必要な者とそうでない者とにメ
　　　リハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。
　　⑷生活保護については、給付水準のあり方などを
　　　見直すとともに、不正受給の防止などさらなる
　　　厳格な運用が不可欠である。
　　⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保
　　　育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべ
　　　きである。その際、企業も積極的に子育て支援
　　　に関与できるよう、企業主導型保育事業のさら
　　　なる活用に向けて検討する。なお、子ども・子
　　　育て支援等の取り組みを着実に推進するために
　　　は安定財源を確保する必要がある。
　　⑹企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
　　　阻害しないような社会保障制度の確立が求めら
　　　れる。
３．行政改革の徹底
　・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた
　　政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
　　き自ら身を削らなければならない。にもかかわら
　　ず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような
　　事態に陥っているのは残念でならない。
　　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
　　　抑制。
　　⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人
　　　員削減と、能力を重視した賃金体系による人件
　　　費の抑制。
　　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
　・消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導
　　入されることになっているが、これは事業者の事
　　務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
　　ストおよび税収確保などの観点から問題が多く、
　　税率10％程度までは単一税率が望ましいことを改
　　めて表明したい。
　　⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置
　　　法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格
　　　転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をと
　　　るべきである。
　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と
　　　反動減による景気変動を抑制するための方策と
　　　して、「消費税還元セール」等の表示を可能と
　　　することが政府で検討されている。これは消費
　　　税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業
　　　に対して本体価格の引き下げを要求されかねな



　　　治体で広く導入すべきあでる。
　　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べ
　　　たラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善
　　　せずに高止まりしており、適正な水準に是正す
　　　る必要がある。そのためには国家公務員に準拠
　　　するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠
　　　した給与体系に見直すことが重要である。 
　　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にス
　　　リム化するとともに、より納税者の視点に立っ
　　　て行政に対するチェック機能を果たすべきであ
　　　る。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政
　　　務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
　　　報酬についても日当制を広く導入するなど見直
　　　すべきである。 
Ⅳ．震災復興
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期   
　　である「復興・創生期間（平成28年度～32年
　　度）」も3年目に入っているが、被災地の復興、産
　　業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
　　に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
　　算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故
　　への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必
　　要がある。また、被災地における企業の定着、雇
　　用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
　　講じるよう求める。
　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを
　　踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
　　被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急
　　に取り組まねばならない。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
所得税関係
１．所得税のあり方
　　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するため
　　　にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
　　　すべきである。
　　⑵各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
　　　ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
　　　ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
　　　正化を図るべきである。 

　　⑶個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、
　　　応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
　　とから、これ以上の課税強化は行うべきではな
　　い。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで
　　ある。
　　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
　　　を引き上げる。
地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
　　益性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
　　す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
　　点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　少額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとと
　　もに、賦課期日を各法人の事業年度末とするこ
　　と。また、将来的には廃止も検討すべきである。
　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改
　　定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
　　る。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
　　応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
　　の観点から評価体制は一元化すべきである。
２．事業所税の廃止
　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する
　ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
　対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
　している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
　税は行うべきでない。 
　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始され
　る予定であるが、現在、各府県で導入している森林
　環境等を目的とした超過課税と二重課税とならない
　よう配慮するとともに、真に必要な事業に使途を限
　定すべきである。 
４．法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
　のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
　人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

　　　い等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。
　　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
　　　り重要な課題となる。消費税の制度、執行面に
　　　おいてさらなる対策を講じる必要がある。
　　⑶軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民
　　　や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生
　　　じないよう努める必要がある。また、システム
　　　改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
　　　小企業に対して特段の配慮が求められる。 
５．マイナンバー制度について
６．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・OECD加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア
　　主要10カ国の平均は22％となっており、依然とし
　　て我が国の水準は高い。このため、国際競争力強
　　化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げ
　　の効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野
　　に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時
　　　限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本
　　　則化する。なお、直ちに本則化することが困難
　　　な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56
　　　年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税
　　　率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度
　　　に引き上げる。
　　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観
　　　点から、政策目的を達したものや適用件数の少
　　　ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要
　　　はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化
　　　に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
　　　本則化すべきである。なお、中小企業投資促進
　　　税制の適用期限が平成31年3月31日までとなって
　　　いることから、直ちに本則化することが困難な
　　　場合は、適用期限を延長する。
　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備
　　　　を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
　　　　お、中小企業投資促進税制の上乗せ措置とし
　　　　て平成29年度に改組された中小企業経営強化
　　　　税制について、事業年度末が迫った申請の認
　　　　定に当たっては弾力的に対処すること、及び
　　　　適用期限（平成31年3月31日まで）を延長する
　　　　こと。
　　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
　　　　例については、損金算入額の上限（合計300万
　　　　円）を撤廃する。
３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
　　の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
　　る。その中小企業が相続税の負担等によって事業
　　が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
　　ことになる。今年度の税制改正では比較的大きな
　　見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必
　　要と考える。
　　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
　　　業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す

　　　ると限定的な措置にとどまっており、欧州並み
　　　の本格的な事業承継税制が必要である。とく
　　　に、事業に資する相続については、事業従事を
　　　条件として他の一般財産と切り離し、非上場株
　　　式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
　　　免除する制度の創設が求められる。
　　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わり
　　　を促進するため、10年間の特例措置として同制
　　　度の拡充が行われたことは評価できるが、事業
　　　承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
　　　求める。
　　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
　　　　に、平成29年以前の制度適用者に対しても適
　　　　用要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
　　　　に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
　　　　特例制度を適用するためには、5年以内に「特
　　　　例承継計画」を提出する必要があるが、この
　　　　制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後
　　　　継者の選任等）を始める企業にとっては時間
　　　　的な余裕がないこと等が懸念される。このた
　　　　め、計画書の提出期限について配慮すべきで
　　　　ある。
Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率     
　　化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極
　　めて重要である。ただ、その際に不可欠なことは
　　地方の自立・自助の精神であることを改めて強調
　　しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念と
　　すべきである。
　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のよ
　　うな手法は、あまりに安直であり真の地方活性化
　　にはつながるまい。そもそも住民税は居住自治体
　　の会費であり、他の自治体に納税することは地方
　　税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を
　　納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
　　納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能
　　を有していることから、地方の財政規律を歪めて
　　いるとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでな
　　く、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
　　革を企画・立案し実行していく必要がある。
　　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本
　　　社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術
　　　の活用、地元大学との連携などによる技術集積
　　　づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆
　　　に行う必要がある。また、中小企業の事業承継
　　　の問題は地方創生戦略との関係からも重要であ
　　　り、集中的に取り組む必要がある。
　　⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入
　　　について検討すべきである。基礎自治体（人口
　　　30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町
　　　村合併を推進し、合併メリットを追求する必要
　　　がある。
　　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行
　　　財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチ
　　　ェック機能を活かした手法が有効であり、各自

Ⅰ.税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　・政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成
　　時期を2025年度に大幅延期したが、2022年から
　　団塊の世代が75歳の後期高齢者に入り始めること
　　などを考えれば、それまでに黒字化を達成してお
　　くことが極めて重要になる。
　　⑴2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財
　　　政健全化と社会保障の安定財源確保のために不
　　　可欠である。税率引き上げによる悪影響を緩和
　　　する等の経済環境整備は必要であるが、それ
　　　がバラマキ政策とならないよう十分配慮すべき
　　　である。
　　⑵政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革
　　　期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円
　　　（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に
　　　抑制する目安を示し、達成した。2019年度から
　　　21年度の基盤強化期間についても、社会保障費
　　　の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組
　　　む必要がある。
　　⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の
　　　一体的改革によって進めることが重要である。
　　　歳入では安易に税の自然増収を前提とすること
　　　なく、また歳出については、聖域を設けずに分
　　　野別の具体的な削減の方策と工程表を明示し、
　　　着実に改革を実行するよう求める。
　　⑷消費税についてはこれまで主張してきたとお
　　　り、税率10％程度までは単一税率が望ましい　
　　　が、政府は税率10％引き上げ時に軽減税率制度
　　　を導入する予定としている。仮に軽減税率制度
　　　を導入するのであれば、これによる減収分につ
　　　いて安定的な恒久財源を確保するべきである。
　　⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇
　　　など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
　　　を阻害することが考えられる。政府・日銀に　
　　　は、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求
　　　めたい。
２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　・社会保障給付費は公費と保険料で構成されてい
　　る。適正な「負担」を確保するとともに、「給
　　付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑
　　制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。
　・社会保障の基本的なあり方では、「自助」「公
　　助」「共助」の役割と範囲を改めて見直すほか、
　　公平性の視点も重要である。その意味で、医療保
　　険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人
　　負担については、高齢者においても負担能力に応
　　じた公平性を原則とする必要がある。
　　⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格
　　　対応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高
　　　齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削

　　　減」等、抜本的な施策を実施する。
　　⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な
　　　規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制
　　　するために診療報酬（本体）体系を見直すとと
　　　もに、政府目標であるジェネリックの普及率80
　　　％以上も早期に達成する。 
　　⑶介護保険については、制度の持続性を高めるた
　　　めに真に介護が必要な者とそうでない者とにメ
　　　リハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。
　　⑷生活保護については、給付水準のあり方などを
　　　見直すとともに、不正受給の防止などさらなる
　　　厳格な運用が不可欠である。
　　⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保
　　　育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべ
　　　きである。その際、企業も積極的に子育て支援
　　　に関与できるよう、企業主導型保育事業のさら
　　　なる活用に向けて検討する。なお、子ども・子
　　　育て支援等の取り組みを着実に推進するために
　　　は安定財源を確保する必要がある。
　　⑹企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
　　　阻害しないような社会保障制度の確立が求めら
　　　れる。
３．行政改革の徹底
　・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた
　　政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
　　き自ら身を削らなければならない。にもかかわら
　　ず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような
　　事態に陥っているのは残念でならない。
　　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
　　　抑制。
　　⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人
　　　員削減と、能力を重視した賃金体系による人件
　　　費の抑制。
　　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
　・消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導
　　入されることになっているが、これは事業者の事
　　務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
　　ストおよび税収確保などの観点から問題が多く、
　　税率10％程度までは単一税率が望ましいことを改
　　めて表明したい。
　　⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置
　　　法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格
　　　転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をと
　　　るべきである。
　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と
　　　反動減による景気変動を抑制するための方策と
　　　して、「消費税還元セール」等の表示を可能と
　　　することが政府で検討されている。これは消費
　　　税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業
　　　に対して本体価格の引き下げを要求されかねな
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平成3１年度税制改正に関する提言（要約）
　第35回法人会全国鳥取大会において報告された「平成31年度税制改正に関する提言」の要約は以下の通りです。

基本的な課題



　　　い等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。
　　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
　　　り重要な課題となる。消費税の制度、執行面に
　　　おいてさらなる対策を講じる必要がある。
　　⑶軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民
　　　や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生
　　　じないよう努める必要がある。また、システム
　　　改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
　　　小企業に対して特段の配慮が求められる。 
５．マイナンバー制度について
６．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・OECD加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア
　　主要10カ国の平均は22％となっており、依然とし
　　て我が国の水準は高い。このため、国際競争力強
　　化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げ
　　の効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野
　　に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時
　　　限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本
　　　則化する。なお、直ちに本則化することが困難
　　　な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56
　　　年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税
　　　率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度
　　　に引き上げる。
　　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観
　　　点から、政策目的を達したものや適用件数の少
　　　ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要
　　　はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化
　　　に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
　　　本則化すべきである。なお、中小企業投資促進
　　　税制の適用期限が平成31年3月31日までとなって
　　　いることから、直ちに本則化することが困難な
　　　場合は、適用期限を延長する。
　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備
　　　　を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
　　　　お、中小企業投資促進税制の上乗せ措置とし
　　　　て平成29年度に改組された中小企業経営強化
　　　　税制について、事業年度末が迫った申請の認
　　　　定に当たっては弾力的に対処すること、及び
　　　　適用期限（平成31年3月31日まで）を延長する
　　　　こと。
　　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
　　　　例については、損金算入額の上限（合計300万
　　　　円）を撤廃する。
３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
　　の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
　　る。その中小企業が相続税の負担等によって事業
　　が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
　　ことになる。今年度の税制改正では比較的大きな
　　見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必
　　要と考える。
　　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
　　　業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す

　　　ると限定的な措置にとどまっており、欧州並み
　　　の本格的な事業承継税制が必要である。とく
　　　に、事業に資する相続については、事業従事を
　　　条件として他の一般財産と切り離し、非上場株
　　　式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
　　　免除する制度の創設が求められる。
　　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わり
　　　を促進するため、10年間の特例措置として同制
　　　度の拡充が行われたことは評価できるが、事業
　　　承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
　　　求める。
　　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
　　　　に、平成29年以前の制度適用者に対しても適
　　　　用要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
　　　　に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
　　　　特例制度を適用するためには、5年以内に「特
　　　　例承継計画」を提出する必要があるが、この
　　　　制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後
　　　　継者の選任等）を始める企業にとっては時間
　　　　的な余裕がないこと等が懸念される。このた
　　　　め、計画書の提出期限について配慮すべきで
　　　　ある。
Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率     
　　化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極
　　めて重要である。ただ、その際に不可欠なことは
　　地方の自立・自助の精神であることを改めて強調
　　しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念と
　　すべきである。
　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のよ
　　うな手法は、あまりに安直であり真の地方活性化
　　にはつながるまい。そもそも住民税は居住自治体
　　の会費であり、他の自治体に納税することは地方
　　税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を
　　納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
　　納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能
　　を有していることから、地方の財政規律を歪めて
　　いるとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでな
　　く、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
　　革を企画・立案し実行していく必要がある。
　　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本
　　　社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術
　　　の活用、地元大学との連携などによる技術集積
　　　づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆
　　　に行う必要がある。また、中小企業の事業承継
　　　の問題は地方創生戦略との関係からも重要であ
　　　り、集中的に取り組む必要がある。
　　⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入
　　　について検討すべきである。基礎自治体（人口
　　　30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町
　　　村合併を推進し、合併メリットを追求する必要
　　　がある。
　　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行
　　　財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチ
　　　ェック機能を活かした手法が有効であり、各自
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　　　治体で広く導入すべきあでる。
　　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べ
　　　たラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善
　　　せずに高止まりしており、適正な水準に是正す
　　　る必要がある。そのためには国家公務員に準拠
　　　するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠
　　　した給与体系に見直すことが重要である。 
　　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にス
　　　リム化するとともに、より納税者の視点に立っ
　　　て行政に対するチェック機能を果たすべきであ
　　　る。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政
　　　務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
　　　報酬についても日当制を広く導入するなど見直
　　　すべきである。 
Ⅳ．震災復興
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期   
　　である「復興・創生期間（平成28年度～32年
　　度）」も3年目に入っているが、被災地の復興、産
　　業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
　　に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
　　算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故
　　への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必
　　要がある。また、被災地における企業の定着、雇
　　用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
　　講じるよう求める。
　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを
　　踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
　　被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急
　　に取り組まねばならない。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
所得税関係
１．所得税のあり方
　　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するため
　　　にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
　　　すべきである。
　　⑵各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
　　　ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
　　　ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
　　　正化を図るべきである。 

　　⑶個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、
　　　応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
　　とから、これ以上の課税強化は行うべきではな
　　い。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで
　　ある。
　　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
　　　を引き上げる。
地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
　　益性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
　　す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
　　点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　少額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとと
　　もに、賦課期日を各法人の事業年度末とするこ
　　と。また、将来的には廃止も検討すべきである。
　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改
　　定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
　　る。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
　　応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
　　の観点から評価体制は一元化すべきである。
２．事業所税の廃止
　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する
　ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
　対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
　している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
　税は行うべきでない。 
　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始され
　る予定であるが、現在、各府県で導入している森林
　環境等を目的とした超過課税と二重課税とならない
　よう配慮するとともに、真に必要な事業に使途を限
　定すべきである。 
４．法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
　のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
　人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告
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　　　治体で広く導入すべきあでる。
　　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べ
　　　たラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善
　　　せずに高止まりしており、適正な水準に是正す
　　　る必要がある。そのためには国家公務員に準拠
　　　するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠
　　　した給与体系に見直すことが重要である。 
　　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にス
　　　リム化するとともに、より納税者の視点に立っ
　　　て行政に対するチェック機能を果たすべきであ
　　　る。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政
　　　務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
　　　報酬についても日当制を広く導入するなど見直
　　　すべきである。 
Ⅳ．震災復興
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期   
　　である「復興・創生期間（平成28年度～32年
　　度）」も3年目に入っているが、被災地の復興、産
　　業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
　　に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
　　算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故
　　への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必
　　要がある。また、被災地における企業の定着、雇
　　用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
　　講じるよう求める。
　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを
　　踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
　　被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急
　　に取り組まねばならない。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
所得税関係
１．所得税のあり方
　　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するため
　　　にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
　　　すべきである。
　　⑵各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
　　　ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
　　　ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
　　　正化を図るべきである。 

　　⑶個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、
　　　応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
　　とから、これ以上の課税強化は行うべきではな
　　い。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで
　　ある。
　　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
　　　を引き上げる。
地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
　　益性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
　　す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
　　点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　少額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとと
　　もに、賦課期日を各法人の事業年度末とするこ
　　と。また、将来的には廃止も検討すべきである。
　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改
　　定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
　　る。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
　　応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
　　の観点から評価体制は一元化すべきである。
２．事業所税の廃止
　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する
　ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
　対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
　している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
　税は行うべきでない。 
　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始され
　る予定であるが、現在、各府県で導入している森林
　環境等を目的とした超過課税と二重課税とならない
　よう配慮するとともに、真に必要な事業に使途を限
　定すべきである。 
４．法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
　のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
　人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

　　　い等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。
　　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
　　　り重要な課題となる。消費税の制度、執行面に
　　　おいてさらなる対策を講じる必要がある。
　　⑶軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民
　　　や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生
　　　じないよう努める必要がある。また、システム
　　　改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
　　　小企業に対して特段の配慮が求められる。 
５．マイナンバー制度について
６．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・OECD加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア
　　主要10カ国の平均は22％となっており、依然とし
　　て我が国の水準は高い。このため、国際競争力強
　　化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げ
　　の効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野
　　に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時
　　　限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本
　　　則化する。なお、直ちに本則化することが困難
　　　な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56
　　　年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税
　　　率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度
　　　に引き上げる。
　　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観
　　　点から、政策目的を達したものや適用件数の少
　　　ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要
　　　はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化
　　　に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
　　　本則化すべきである。なお、中小企業投資促進
　　　税制の適用期限が平成31年3月31日までとなって
　　　いることから、直ちに本則化することが困難な
　　　場合は、適用期限を延長する。
　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備
　　　　を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
　　　　お、中小企業投資促進税制の上乗せ措置とし
　　　　て平成29年度に改組された中小企業経営強化
　　　　税制について、事業年度末が迫った申請の認
　　　　定に当たっては弾力的に対処すること、及び
　　　　適用期限（平成31年3月31日まで）を延長する
　　　　こと。
　　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
　　　　例については、損金算入額の上限（合計300万
　　　　円）を撤廃する。
３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
　　の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
　　る。その中小企業が相続税の負担等によって事業
　　が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
　　ことになる。今年度の税制改正では比較的大きな
　　見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必
　　要と考える。
　　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
　　　業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す

　　　ると限定的な措置にとどまっており、欧州並み
　　　の本格的な事業承継税制が必要である。とく
　　　に、事業に資する相続については、事業従事を
　　　条件として他の一般財産と切り離し、非上場株
　　　式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
　　　免除する制度の創設が求められる。
　　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わり
　　　を促進するため、10年間の特例措置として同制
　　　度の拡充が行われたことは評価できるが、事業
　　　承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
　　　求める。
　　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
　　　　に、平成29年以前の制度適用者に対しても適
　　　　用要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
　　　　に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
　　　　特例制度を適用するためには、5年以内に「特
　　　　例承継計画」を提出する必要があるが、この
　　　　制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後
　　　　継者の選任等）を始める企業にとっては時間
　　　　的な余裕がないこと等が懸念される。このた
　　　　め、計画書の提出期限について配慮すべきで
　　　　ある。
Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率     
　　化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極
　　めて重要である。ただ、その際に不可欠なことは
　　地方の自立・自助の精神であることを改めて強調
　　しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念と
　　すべきである。
　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のよ
　　うな手法は、あまりに安直であり真の地方活性化
　　にはつながるまい。そもそも住民税は居住自治体
　　の会費であり、他の自治体に納税することは地方
　　税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を
　　納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
　　納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能
　　を有していることから、地方の財政規律を歪めて
　　いるとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでな
　　く、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
　　革を企画・立案し実行していく必要がある。
　　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本
　　　社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術
　　　の活用、地元大学との連携などによる技術集積
　　　づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆
　　　に行う必要がある。また、中小企業の事業承継
　　　の問題は地方創生戦略との関係からも重要であ
　　　り、集中的に取り組む必要がある。
　　⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入
　　　について検討すべきである。基礎自治体（人口
　　　30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町
　　　村合併を推進し、合併メリットを追求する必要
　　　がある。
　　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行
　　　財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチ
　　　ェック機能を活かした手法が有効であり、各自

Ⅰ.税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　・政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成
　　時期を2025年度に大幅延期したが、2022年から
　　団塊の世代が75歳の後期高齢者に入り始めること
　　などを考えれば、それまでに黒字化を達成してお
　　くことが極めて重要になる。
　　⑴2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財
　　　政健全化と社会保障の安定財源確保のために不
　　　可欠である。税率引き上げによる悪影響を緩和
　　　する等の経済環境整備は必要であるが、それ
　　　がバラマキ政策とならないよう十分配慮すべき
　　　である。
　　⑵政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革
　　　期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円
　　　（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に
　　　抑制する目安を示し、達成した。2019年度から
　　　21年度の基盤強化期間についても、社会保障費
　　　の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組
　　　む必要がある。
　　⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の
　　　一体的改革によって進めることが重要である。
　　　歳入では安易に税の自然増収を前提とすること
　　　なく、また歳出については、聖域を設けずに分
　　　野別の具体的な削減の方策と工程表を明示し、
　　　着実に改革を実行するよう求める。
　　⑷消費税についてはこれまで主張してきたとお
　　　り、税率10％程度までは単一税率が望ましい　
　　　が、政府は税率10％引き上げ時に軽減税率制度
　　　を導入する予定としている。仮に軽減税率制度
　　　を導入するのであれば、これによる減収分につ
　　　いて安定的な恒久財源を確保するべきである。
　　⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇
　　　など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
　　　を阻害することが考えられる。政府・日銀に　
　　　は、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求
　　　めたい。
２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　・社会保障給付費は公費と保険料で構成されてい
　　る。適正な「負担」を確保するとともに、「給
　　付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑
　　制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。
　・社会保障の基本的なあり方では、「自助」「公
　　助」「共助」の役割と範囲を改めて見直すほか、
　　公平性の視点も重要である。その意味で、医療保
　　険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人
　　負担については、高齢者においても負担能力に応
　　じた公平性を原則とする必要がある。
　　⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格
　　　対応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高
　　　齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削

　　　減」等、抜本的な施策を実施する。
　　⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な
　　　規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制
　　　するために診療報酬（本体）体系を見直すとと
　　　もに、政府目標であるジェネリックの普及率80
　　　％以上も早期に達成する。 
　　⑶介護保険については、制度の持続性を高めるた
　　　めに真に介護が必要な者とそうでない者とにメ
　　　リハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。
　　⑷生活保護については、給付水準のあり方などを
　　　見直すとともに、不正受給の防止などさらなる
　　　厳格な運用が不可欠である。
　　⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保
　　　育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべ
　　　きである。その際、企業も積極的に子育て支援
　　　に関与できるよう、企業主導型保育事業のさら
　　　なる活用に向けて検討する。なお、子ども・子
　　　育て支援等の取り組みを着実に推進するために
　　　は安定財源を確保する必要がある。
　　⑹企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
　　　阻害しないような社会保障制度の確立が求めら
　　　れる。
３．行政改革の徹底
　・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた
　　政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
　　き自ら身を削らなければならない。にもかかわら
　　ず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような
　　事態に陥っているのは残念でならない。
　　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
　　　抑制。
　　⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人
　　　員削減と、能力を重視した賃金体系による人件
　　　費の抑制。
　　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
　・消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導
　　入されることになっているが、これは事業者の事
　　務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
　　ストおよび税収確保などの観点から問題が多く、
　　税率10％程度までは単一税率が望ましいことを改
　　めて表明したい。
　　⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置
　　　法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格
　　　転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をと
　　　るべきである。
　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と
　　　反動減による景気変動を抑制するための方策と
　　　して、「消費税還元セール」等の表示を可能と
　　　することが政府で検討されている。これは消費
　　　税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業
　　　に対して本体価格の引き下げを要求されかねな
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　　　治体で広く導入すべきあでる。
　　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べ
　　　たラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善
　　　せずに高止まりしており、適正な水準に是正す
　　　る必要がある。そのためには国家公務員に準拠
　　　するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠
　　　した給与体系に見直すことが重要である。 
　　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にス
　　　リム化するとともに、より納税者の視点に立っ
　　　て行政に対するチェック機能を果たすべきであ
　　　る。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政
　　　務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
　　　報酬についても日当制を広く導入するなど見直
　　　すべきである。 
Ⅳ．震災復興
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期   
　　である「復興・創生期間（平成28年度～32年
　　度）」も3年目に入っているが、被災地の復興、産
　　業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
　　に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
　　算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故
　　への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必
　　要がある。また、被災地における企業の定着、雇
　　用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
　　講じるよう求める。
　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを
　　踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
　　被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急
　　に取り組まねばならない。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
所得税関係
１．所得税のあり方
　　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するため
　　　にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
　　　すべきである。
　　⑵各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
　　　ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
　　　ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
　　　正化を図るべきである。 

　　⑶個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、
　　　応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
　　とから、これ以上の課税強化は行うべきではな
　　い。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで
　　ある。
　　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
　　　を引き上げる。
地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
　　益性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
　　す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
　　点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　少額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとと
　　もに、賦課期日を各法人の事業年度末とするこ
　　と。また、将来的には廃止も検討すべきである。
　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改
　　定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
　　る。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
　　応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
　　の観点から評価体制は一元化すべきである。
２．事業所税の廃止
　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する
　ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
　対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
　している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
　税は行うべきでない。 
　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始され
　る予定であるが、現在、各府県で導入している森林
　環境等を目的とした超過課税と二重課税とならない
　よう配慮するとともに、真に必要な事業に使途を限
　定すべきである。 
４．法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
　のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
　人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

　　　い等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。
　　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
　　　り重要な課題となる。消費税の制度、執行面に
　　　おいてさらなる対策を講じる必要がある。
　　⑶軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民
　　　や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生
　　　じないよう努める必要がある。また、システム
　　　改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
　　　小企業に対して特段の配慮が求められる。 
５．マイナンバー制度について
６．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・OECD加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア
　　主要10カ国の平均は22％となっており、依然とし
　　て我が国の水準は高い。このため、国際競争力強
　　化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げ
　　の効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野
　　に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時
　　　限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本
　　　則化する。なお、直ちに本則化することが困難
　　　な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56
　　　年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税
　　　率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度
　　　に引き上げる。
　　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観
　　　点から、政策目的を達したものや適用件数の少
　　　ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要
　　　はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化
　　　に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
　　　本則化すべきである。なお、中小企業投資促進
　　　税制の適用期限が平成31年3月31日までとなって
　　　いることから、直ちに本則化することが困難な
　　　場合は、適用期限を延長する。
　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備
　　　　を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
　　　　お、中小企業投資促進税制の上乗せ措置とし
　　　　て平成29年度に改組された中小企業経営強化
　　　　税制について、事業年度末が迫った申請の認
　　　　定に当たっては弾力的に対処すること、及び
　　　　適用期限（平成31年3月31日まで）を延長する
　　　　こと。
　　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
　　　　例については、損金算入額の上限（合計300万
　　　　円）を撤廃する。
３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
　　の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
　　る。その中小企業が相続税の負担等によって事業
　　が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
　　ことになる。今年度の税制改正では比較的大きな
　　見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必
　　要と考える。
　　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
　　　業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す

　　　ると限定的な措置にとどまっており、欧州並み
　　　の本格的な事業承継税制が必要である。とく
　　　に、事業に資する相続については、事業従事を
　　　条件として他の一般財産と切り離し、非上場株
　　　式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
　　　免除する制度の創設が求められる。
　　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わり
　　　を促進するため、10年間の特例措置として同制
　　　度の拡充が行われたことは評価できるが、事業
　　　承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
　　　求める。
　　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
　　　　に、平成29年以前の制度適用者に対しても適
　　　　用要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
　　　　に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
　　　　特例制度を適用するためには、5年以内に「特
　　　　例承継計画」を提出する必要があるが、この
　　　　制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後
　　　　継者の選任等）を始める企業にとっては時間
　　　　的な余裕がないこと等が懸念される。このた
　　　　め、計画書の提出期限について配慮すべきで
　　　　ある。
Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率     
　　化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極
　　めて重要である。ただ、その際に不可欠なことは
　　地方の自立・自助の精神であることを改めて強調
　　しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念と
　　すべきである。
　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のよ
　　うな手法は、あまりに安直であり真の地方活性化
　　にはつながるまい。そもそも住民税は居住自治体
　　の会費であり、他の自治体に納税することは地方
　　税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を
　　納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
　　納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能
　　を有していることから、地方の財政規律を歪めて
　　いるとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでな
　　く、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
　　革を企画・立案し実行していく必要がある。
　　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本
　　　社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術
　　　の活用、地元大学との連携などによる技術集積
　　　づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆
　　　に行う必要がある。また、中小企業の事業承継
　　　の問題は地方創生戦略との関係からも重要であ
　　　り、集中的に取り組む必要がある。
　　⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入
　　　について検討すべきである。基礎自治体（人口
　　　30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町
　　　村合併を推進し、合併メリットを追求する必要
　　　がある。
　　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行
　　　財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチ
　　　ェック機能を活かした手法が有効であり、各自

Ⅰ.税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　・政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成
　　時期を2025年度に大幅延期したが、2022年から
　　団塊の世代が75歳の後期高齢者に入り始めること
　　などを考えれば、それまでに黒字化を達成してお
　　くことが極めて重要になる。
　　⑴2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財
　　　政健全化と社会保障の安定財源確保のために不
　　　可欠である。税率引き上げによる悪影響を緩和
　　　する等の経済環境整備は必要であるが、それ
　　　がバラマキ政策とならないよう十分配慮すべき
　　　である。
　　⑵政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革
　　　期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円
　　　（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に
　　　抑制する目安を示し、達成した。2019年度から
　　　21年度の基盤強化期間についても、社会保障費
　　　の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組
　　　む必要がある。
　　⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の
　　　一体的改革によって進めることが重要である。
　　　歳入では安易に税の自然増収を前提とすること
　　　なく、また歳出については、聖域を設けずに分
　　　野別の具体的な削減の方策と工程表を明示し、
　　　着実に改革を実行するよう求める。
　　⑷消費税についてはこれまで主張してきたとお
　　　り、税率10％程度までは単一税率が望ましい　
　　　が、政府は税率10％引き上げ時に軽減税率制度
　　　を導入する予定としている。仮に軽減税率制度
　　　を導入するのであれば、これによる減収分につ
　　　いて安定的な恒久財源を確保するべきである。
　　⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇
　　　など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
　　　を阻害することが考えられる。政府・日銀に　
　　　は、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求
　　　めたい。
２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　・社会保障給付費は公費と保険料で構成されてい
　　る。適正な「負担」を確保するとともに、「給
　　付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑
　　制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。
　・社会保障の基本的なあり方では、「自助」「公
　　助」「共助」の役割と範囲を改めて見直すほか、
　　公平性の視点も重要である。その意味で、医療保
　　険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人
　　負担については、高齢者においても負担能力に応
　　じた公平性を原則とする必要がある。
　　⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格
　　　対応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高
　　　齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削

　　　減」等、抜本的な施策を実施する。
　　⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な
　　　規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制
　　　するために診療報酬（本体）体系を見直すとと
　　　もに、政府目標であるジェネリックの普及率80
　　　％以上も早期に達成する。 
　　⑶介護保険については、制度の持続性を高めるた
　　　めに真に介護が必要な者とそうでない者とにメ
　　　リハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。
　　⑷生活保護については、給付水準のあり方などを
　　　見直すとともに、不正受給の防止などさらなる
　　　厳格な運用が不可欠である。
　　⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保
　　　育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべ
　　　きである。その際、企業も積極的に子育て支援
　　　に関与できるよう、企業主導型保育事業のさら
　　　なる活用に向けて検討する。なお、子ども・子
　　　育て支援等の取り組みを着実に推進するために
　　　は安定財源を確保する必要がある。
　　⑹企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
　　　阻害しないような社会保障制度の確立が求めら
　　　れる。
３．行政改革の徹底
　・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた
　　政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
　　き自ら身を削らなければならない。にもかかわら
　　ず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような
　　事態に陥っているのは残念でならない。
　　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
　　　抑制。
　　⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人
　　　員削減と、能力を重視した賃金体系による人件
　　　費の抑制。
　　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
　・消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導
　　入されることになっているが、これは事業者の事
　　務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
　　ストおよび税収確保などの観点から問題が多く、
　　税率10％程度までは単一税率が望ましいことを改
　　めて表明したい。
　　⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置
　　　法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格
　　　転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をと
　　　るべきである。
　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と
　　　反動減による景気変動を抑制するための方策と
　　　して、「消費税還元セール」等の表示を可能と
　　　することが政府で検討されている。これは消費
　　　税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業
　　　に対して本体価格の引き下げを要求されかねな
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ｅＬＴＡＸのホームページからダウンロードできます。 

 

 

●住所、氏名などの項目の自動入力や、税額の自動計算など、申告書の作成を支援する、さまざ

まな機能があります。 

●紙の申告書と同じイメージで作成でき、様式ごと（本表や別表ごと）の印刷もスムーズに行え

ます。（給与所得及び公的年金等の源泉徴収票及び合計表は除きます。） 

 

 

●申告書等の対象となる税目に関する、全ての帳票が用意されています。 

●税目の追加、帳票の変更があった場合は、簡単に帳票をバージョンアップすることができます。 

 

 

●申告書等のエクスポートやインポート機能を備えています。税理士等に申告書の作成を依頼す

る場合や複数の人が申告書を作成する場合も簡単に申告書をファイルでやりとりすることが

できます。 

●市販されている税務・会計ソフトウェアなどと連携することもできます。 

 

ＰＣｄｅｓｋとは、市販のソフトとは別に当協議会が独自に提供してい

るソフトであり、地方税における申告書等を作成し、インターネットを

利用してｅＬＴＡＸへ申告データ等を送信するためのソフトです。 

 

申告書等の作成をサポート 

充実した帳票 

使い方さまざま 

一般社団法人 地方税電子化協議会 

PCdesk 

ｅＬＴＡＸのホームページからダウンロードできます。 

初めて電子申告 

する方におすすめ！ 

 

PCdesk 

電子申告対応の無料ソフト 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県香取県税事務所 課税課 
TEL  0478-54-1314 

対象税目 

動作環境 

ＰＣdesk では、インターネットを利用してポータルセンタへログインし、申告データ等の送信や

受付通知の確認等を行います。ご利用にあたっては、以下のパソコンの動作環境が必要です。 

■オペレーティングシステム（ＯＳ） （「システムのプロパティ」から確認してください。）                 

 Microsoft Windows 7 Service Pack 1／Microsoft Windows 8.1／ 

Microsoft Windows 10 

（「NET Framework 3.5 SP1」と「NET Framework 3.5 Language Pack SP1-日本語」 

のインストールが必要です。 

 

■Web ブラウザ （ご使用の Web ブラウザを開き、「ヘルプ」メニューの「バージョン情報」から確認してください。） 

 Microsoft Internet Explorer 11.0 ※64bit 版は除く 

地方税ポータルシステムでは、以下の税目を対象としています。 

■法人都道府県民税    ■法人事業税 

■地方法人特別税      ■法人市町村民税 

■固定資産税（償却資産） ■事業所税 

■個人都道府県民税（特別徴収） 

■個人市区町村民税（特別徴収） 

■給与所得又は公的年金等の源泉徴収票及び合計表 

電話によるお問い合わせは  

ヘルプデスク電話     ０５７０－０８１４５９（ハイシンコク） 

ＩＰ電話や PHS などをご利用の場合  ０３－５５００－７０１０ 

受付日  月～金（土日祝、年末年始を除く） 

受付時間 ９：００ ～ １７：００ 

（平成 30 年 4 月現在） 

 

 

詳しい情報はｅＬＴＡＸホームページへ  http://www.eltax.jp/ 

 

ｅＬＴＡＸの利用時間 

月～金（土・日・祝日、年末年始の 12 月 29 日～1 月 3 日は除く） 

受付時間 ８：３０ ～ ２4：００ 
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写真で見る活動報告

平成 30 年 8月22日、10月10日
香取市佐原中央公民館
　佐原税務署管内の決算月を迎えた全法人を対象に、佐
原税務署との共催により説明会を開催。
税理士による決算申告にあたっての基本的注意事項・税
の改正について説明がありました。
（年 6回実施）

平成 30 年 9月12日
佐原税務署　大会議室
　佐原税務署管内において新たに設立された全法人を対
象に開催。
　申告・届出に必要な知識の付与を目的に、手続きの説
明他、税務上の留意点等について説明がありました。（年
４回実施）

決算法人説明会・新設法人説明会

平成 30 年 8月30日・31日　
佐原中央公民館
　会員の経営者・従業員の健康を管理し、労働安全衛生
法を遵守するため、( 一財 ) 全日本労働福祉協会により検
診車等を派遣し、生活習慣病健診を実施。会員は格安で
受診、今回延べ131名が受診。

厚生委員会（生活習慣病健診）

平成 30 年 9月20日～11月15日　　  
佐原商工会議所
　日商簿記検定商業簿記 3 級程度の簿記講座を 16 日間
（32時間）の日程で開催。
　講師は、佐原税理士法人　佐藤公彦税理士。佐原商工
会議所と共催で、8 年連続の開催。
　尚、11 月 18 日に日商簿記検定試験がありますので、
受講生の皆さんがんばって下さい。
参加者名　５名

簿記講習会（佐原商工会議所と共催）
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　6月26日にe-Tax研修会を香取市パソコンスクールクリックに於いて２回開催。
　当日は佐原税務署法人課税第一部門の植木圭一国税調査官を講師にお招きし、『源泉所得税徴収高計算書の作
成、送信及び納税（ダイレクト納付）』等、実務で役立つ利用方法について詳しくご説明いただきました。
　（参加人数　10 名）

<e-Tax 研修会 >

税務研修会
平成 30 年10月17日
　全法人、源泉徴収実務担当者を対象に「e-Tax」に
ついて佐原税務署個人課税第一部門沓水雅彦統括国税
調査官、また「消費税軽減税率に」について、法人課
税第一部門奥田健一総括上席国税調査官が講師となり
解説。１１月７日には「年末調整」について研修を行う
予定です。

< 源泉部会 >

 9月7日に開催。
　昨年に続き、佐原金融団、税理士会の方々にもご出
席をお願いし、平成 30 年度会員増強運動について活発
な意見交換がなされました。　　
　特に会員増強の目標必達には、支部役員並びに金融
団・税理士会の協力を要請した。
　尚、各支部においても役員会を随時開催中です。

< 佐原支部役員会 > 



　　　治体で広く導入すべきあでる。
　　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べ
　　　たラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善
　　　せずに高止まりしており、適正な水準に是正す
　　　る必要がある。そのためには国家公務員に準拠
　　　するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠
　　　した給与体系に見直すことが重要である。 
　　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にス
　　　リム化するとともに、より納税者の視点に立っ
　　　て行政に対するチェック機能を果たすべきであ
　　　る。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政
　　　務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
　　　報酬についても日当制を広く導入するなど見直
　　　すべきである。 
Ⅳ．震災復興
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期   
　　である「復興・創生期間（平成28年度～32年
　　度）」も3年目に入っているが、被災地の復興、産
　　業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
　　に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
　　算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故
　　への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必
　　要がある。また、被災地における企業の定着、雇
　　用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
　　講じるよう求める。
　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを
　　踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
　　被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急
　　に取り組まねばならない。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
所得税関係
１．所得税のあり方
　　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するため
　　　にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
　　　すべきである。
　　⑵各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
　　　ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
　　　ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
　　　正化を図るべきである。 

　　⑶個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、
　　　応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
　　とから、これ以上の課税強化は行うべきではな
　　い。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで
　　ある。
　　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
　　　を引き上げる。
地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
　　益性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
　　す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
　　点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　少額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとと
　　もに、賦課期日を各法人の事業年度末とするこ
　　と。また、将来的には廃止も検討すべきである。
　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改
　　定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
　　る。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
　　応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
　　の観点から評価体制は一元化すべきである。
２．事業所税の廃止
　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する
　ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
　対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
　している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
　税は行うべきでない。 
　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始され
　る予定であるが、現在、各府県で導入している森林
　環境等を目的とした超過課税と二重課税とならない
　よう配慮するとともに、真に必要な事業に使途を限
　定すべきである。 
４．法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
　のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
　人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

　　　い等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。
　　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
　　　り重要な課題となる。消費税の制度、執行面に
　　　おいてさらなる対策を講じる必要がある。
　　⑶軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民
　　　や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生
　　　じないよう努める必要がある。また、システム
　　　改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
　　　小企業に対して特段の配慮が求められる。 
５．マイナンバー制度について
６．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・OECD加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア
　　主要10カ国の平均は22％となっており、依然とし
　　て我が国の水準は高い。このため、国際競争力強
　　化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げ
　　の効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野
　　に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時
　　　限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本
　　　則化する。なお、直ちに本則化することが困難
　　　な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56
　　　年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税
　　　率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度
　　　に引き上げる。
　　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観
　　　点から、政策目的を達したものや適用件数の少
　　　ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要
　　　はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化
　　　に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
　　　本則化すべきである。なお、中小企業投資促進
　　　税制の適用期限が平成31年3月31日までとなって
　　　いることから、直ちに本則化することが困難な
　　　場合は、適用期限を延長する。
　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備
　　　　を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
　　　　お、中小企業投資促進税制の上乗せ措置とし
　　　　て平成29年度に改組された中小企業経営強化
　　　　税制について、事業年度末が迫った申請の認
　　　　定に当たっては弾力的に対処すること、及び
　　　　適用期限（平成31年3月31日まで）を延長する
　　　　こと。
　　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
　　　　例については、損金算入額の上限（合計300万
　　　　円）を撤廃する。
３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
　　の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
　　る。その中小企業が相続税の負担等によって事業
　　が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
　　ことになる。今年度の税制改正では比較的大きな
　　見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必
　　要と考える。
　　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
　　　業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す

　　　ると限定的な措置にとどまっており、欧州並み
　　　の本格的な事業承継税制が必要である。とく
　　　に、事業に資する相続については、事業従事を
　　　条件として他の一般財産と切り離し、非上場株
　　　式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
　　　免除する制度の創設が求められる。
　　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わり
　　　を促進するため、10年間の特例措置として同制
　　　度の拡充が行われたことは評価できるが、事業
　　　承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
　　　求める。
　　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
　　　　に、平成29年以前の制度適用者に対しても適
　　　　用要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
　　　　に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
　　　　特例制度を適用するためには、5年以内に「特
　　　　例承継計画」を提出する必要があるが、この
　　　　制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後
　　　　継者の選任等）を始める企業にとっては時間
　　　　的な余裕がないこと等が懸念される。このた
　　　　め、計画書の提出期限について配慮すべきで
　　　　ある。
Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率     
　　化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極
　　めて重要である。ただ、その際に不可欠なことは
　　地方の自立・自助の精神であることを改めて強調
　　しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念と
　　すべきである。
　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のよ
　　うな手法は、あまりに安直であり真の地方活性化
　　にはつながるまい。そもそも住民税は居住自治体
　　の会費であり、他の自治体に納税することは地方
　　税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を
　　納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
　　納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能
　　を有していることから、地方の財政規律を歪めて
　　いるとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでな
　　く、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
　　革を企画・立案し実行していく必要がある。
　　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本
　　　社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術
　　　の活用、地元大学との連携などによる技術集積
　　　づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆
　　　に行う必要がある。また、中小企業の事業承継
　　　の問題は地方創生戦略との関係からも重要であ
　　　り、集中的に取り組む必要がある。
　　⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入
　　　について検討すべきである。基礎自治体（人口
　　　30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町
　　　村合併を推進し、合併メリットを追求する必要
　　　がある。
　　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行
　　　財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチ
　　　ェック機能を活かした手法が有効であり、各自

Ⅰ.税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　・政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成
　　時期を2025年度に大幅延期したが、2022年から
　　団塊の世代が75歳の後期高齢者に入り始めること
　　などを考えれば、それまでに黒字化を達成してお
　　くことが極めて重要になる。
　　⑴2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財
　　　政健全化と社会保障の安定財源確保のために不
　　　可欠である。税率引き上げによる悪影響を緩和
　　　する等の経済環境整備は必要であるが、それ
　　　がバラマキ政策とならないよう十分配慮すべき
　　　である。
　　⑵政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革
　　　期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円
　　　（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に
　　　抑制する目安を示し、達成した。2019年度から
　　　21年度の基盤強化期間についても、社会保障費
　　　の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組
　　　む必要がある。
　　⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の
　　　一体的改革によって進めることが重要である。
　　　歳入では安易に税の自然増収を前提とすること
　　　なく、また歳出については、聖域を設けずに分
　　　野別の具体的な削減の方策と工程表を明示し、
　　　着実に改革を実行するよう求める。
　　⑷消費税についてはこれまで主張してきたとお
　　　り、税率10％程度までは単一税率が望ましい　
　　　が、政府は税率10％引き上げ時に軽減税率制度
　　　を導入する予定としている。仮に軽減税率制度
　　　を導入するのであれば、これによる減収分につ
　　　いて安定的な恒久財源を確保するべきである。
　　⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇
　　　など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
　　　を阻害することが考えられる。政府・日銀に　
　　　は、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求
　　　めたい。
２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　・社会保障給付費は公費と保険料で構成されてい
　　る。適正な「負担」を確保するとともに、「給
　　付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑
　　制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。
　・社会保障の基本的なあり方では、「自助」「公
　　助」「共助」の役割と範囲を改めて見直すほか、
　　公平性の視点も重要である。その意味で、医療保
　　険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人
　　負担については、高齢者においても負担能力に応
　　じた公平性を原則とする必要がある。
　　⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格
　　　対応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高
　　　齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削

　　　減」等、抜本的な施策を実施する。
　　⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な
　　　規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制
　　　するために診療報酬（本体）体系を見直すとと
　　　もに、政府目標であるジェネリックの普及率80
　　　％以上も早期に達成する。 
　　⑶介護保険については、制度の持続性を高めるた
　　　めに真に介護が必要な者とそうでない者とにメ
　　　リハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。
　　⑷生活保護については、給付水準のあり方などを
　　　見直すとともに、不正受給の防止などさらなる
　　　厳格な運用が不可欠である。
　　⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保
　　　育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべ
　　　きである。その際、企業も積極的に子育て支援
　　　に関与できるよう、企業主導型保育事業のさら
　　　なる活用に向けて検討する。なお、子ども・子
　　　育て支援等の取り組みを着実に推進するために
　　　は安定財源を確保する必要がある。
　　⑹企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
　　　阻害しないような社会保障制度の確立が求めら
　　　れる。
３．行政改革の徹底
　・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた
　　政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
　　き自ら身を削らなければならない。にもかかわら
　　ず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような
　　事態に陥っているのは残念でならない。
　　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
　　　抑制。
　　⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人
　　　員削減と、能力を重視した賃金体系による人件
　　　費の抑制。
　　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
　・消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導
　　入されることになっているが、これは事業者の事
　　務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
　　ストおよび税収確保などの観点から問題が多く、
　　税率10％程度までは単一税率が望ましいことを改
　　めて表明したい。
　　⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置
　　　法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格
　　　転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をと
　　　るべきである。
　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と
　　　反動減による景気変動を抑制するための方策と
　　　して、「消費税還元セール」等の表示を可能と
　　　することが政府で検討されている。これは消費
　　　税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業
　　　に対して本体価格の引き下げを要求されかねな

（12）

　今回で 10年連続開催となったパソコン講習会は、初めての方を対象に実施。
　会員及び一般の方を先着 20名にて募集。10月 21、27、28日の 3日間の格安講習会です。
　カリキュラムの中は Word、Excel、インターネットの基礎から e-Tax の利用方法まで、終日熱心にパソコ
ンに取組んでおられました。
　来年度も計画予定ですので、今回チャンスを逃した方は是非ご参加ください。

パソコン講習会（初心者の方向け）



　　　治体で広く導入すべきあでる。
　　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べ
　　　たラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善
　　　せずに高止まりしており、適正な水準に是正す
　　　る必要がある。そのためには国家公務員に準拠
　　　するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠
　　　した給与体系に見直すことが重要である。 
　　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にス
　　　リム化するとともに、より納税者の視点に立っ
　　　て行政に対するチェック機能を果たすべきであ
　　　る。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政
　　　務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
　　　報酬についても日当制を広く導入するなど見直
　　　すべきである。 
Ⅳ．震災復興
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期   
　　である「復興・創生期間（平成28年度～32年
　　度）」も3年目に入っているが、被災地の復興、産
　　業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
　　に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
　　算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故
　　への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必
　　要がある。また、被災地における企業の定着、雇
　　用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
　　講じるよう求める。
　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを
　　踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
　　被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急
　　に取り組まねばならない。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
所得税関係
１．所得税のあり方
　　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するため
　　　にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
　　　すべきである。
　　⑵各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な
　　　ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
　　　ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
　　　正化を図るべきである。 

　　⑶個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、
　　　応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
　　とから、これ以上の課税強化は行うべきではな
　　い。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで
　　ある。
　　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
　　　を引き上げる。
地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
　　益性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
　　す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
　　点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　少額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとと
　　もに、賦課期日を各法人の事業年度末とするこ
　　と。また、将来的には廃止も検討すべきである。
　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改
　　定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
　　る。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
　　応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
　　の観点から評価体制は一元化すべきである。
２．事業所税の廃止
　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する
　ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
　対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
　している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
　税は行うべきでない。 
　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始され
　る予定であるが、現在、各府県で導入している森林
　環境等を目的とした超過課税と二重課税とならない
　よう配慮するとともに、真に必要な事業に使途を限
　定すべきである。 
４．法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
　のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
　人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

　　　い等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。
　　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
　　　り重要な課題となる。消費税の制度、執行面に
　　　おいてさらなる対策を講じる必要がある。
　　⑶軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民
　　　や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生
　　　じないよう努める必要がある。また、システム
　　　改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
　　　小企業に対して特段の配慮が求められる。 
５．マイナンバー制度について
６．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・OECD加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア
　　主要10カ国の平均は22％となっており、依然とし
　　て我が国の水準は高い。このため、国際競争力強
　　化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げ
　　の効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野
　　に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時
　　　限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本
　　　則化する。なお、直ちに本則化することが困難
　　　な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56
　　　年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税
　　　率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度
　　　に引き上げる。
　　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観
　　　点から、政策目的を達したものや適用件数の少
　　　ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要
　　　はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化
　　　に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
　　　本則化すべきである。なお、中小企業投資促進
　　　税制の適用期限が平成31年3月31日までとなって
　　　いることから、直ちに本則化することが困難な
　　　場合は、適用期限を延長する。
　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備
　　　　を拡充したうえ、「中古設備」を含める。な
　　　　お、中小企業投資促進税制の上乗せ措置とし
　　　　て平成29年度に改組された中小企業経営強化
　　　　税制について、事業年度末が迫った申請の認
　　　　定に当たっては弾力的に対処すること、及び
　　　　適用期限（平成31年3月31日まで）を延長する
　　　　こと。
　　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
　　　　例については、損金算入額の上限（合計300万
　　　　円）を撤廃する。
３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
　　の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
　　る。その中小企業が相続税の負担等によって事業
　　が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
　　ことになる。今年度の税制改正では比較的大きな
　　見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必
　　要と考える。
　　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
　　　業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す

　　　ると限定的な措置にとどまっており、欧州並み
　　　の本格的な事業承継税制が必要である。とく
　　　に、事業に資する相続については、事業従事を
　　　条件として他の一般財産と切り離し、非上場株
　　　式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
　　　免除する制度の創設が求められる。
　　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わり
　　　を促進するため、10年間の特例措置として同制
　　　度の拡充が行われたことは評価できるが、事業
　　　承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を
　　　求める。
　　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
　　　　に、平成29年以前の制度適用者に対しても適
　　　　用要件を緩和するなど配慮すべきである。
　　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
　　　　に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
　　　　特例制度を適用するためには、5年以内に「特
　　　　例承継計画」を提出する必要があるが、この
　　　　制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後
　　　　継者の選任等）を始める企業にとっては時間
　　　　的な余裕がないこと等が懸念される。このた
　　　　め、計画書の提出期限について配慮すべきで
　　　　ある。
Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率     
　　化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極
　　めて重要である。ただ、その際に不可欠なことは
　　地方の自立・自助の精神であることを改めて強調
　　しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念と
　　すべきである。
　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のよ
　　うな手法は、あまりに安直であり真の地方活性化
　　にはつながるまい。そもそも住民税は居住自治体
　　の会費であり、他の自治体に納税することは地方
　　税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を
　　納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
　　納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能
　　を有していることから、地方の財政規律を歪めて
　　いるとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでな
　　く、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
　　革を企画・立案し実行していく必要がある。
　　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本
　　　社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術
　　　の活用、地元大学との連携などによる技術集積
　　　づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆
　　　に行う必要がある。また、中小企業の事業承継
　　　の問題は地方創生戦略との関係からも重要であ
　　　り、集中的に取り組む必要がある。
　　⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入
　　　について検討すべきである。基礎自治体（人口
　　　30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町
　　　村合併を推進し、合併メリットを追求する必要
　　　がある。
　　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行
　　　財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチ
　　　ェック機能を活かした手法が有効であり、各自

Ⅰ.税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　・政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成
　　時期を2025年度に大幅延期したが、2022年から
　　団塊の世代が75歳の後期高齢者に入り始めること
　　などを考えれば、それまでに黒字化を達成してお
　　くことが極めて重要になる。
　　⑴2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財
　　　政健全化と社会保障の安定財源確保のために不
　　　可欠である。税率引き上げによる悪影響を緩和
　　　する等の経済環境整備は必要であるが、それ
　　　がバラマキ政策とならないよう十分配慮すべき
　　　である。
　　⑵政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革
　　　期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円
　　　（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に
　　　抑制する目安を示し、達成した。2019年度から
　　　21年度の基盤強化期間についても、社会保障費
　　　の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組
　　　む必要がある。
　　⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の
　　　一体的改革によって進めることが重要である。
　　　歳入では安易に税の自然増収を前提とすること
　　　なく、また歳出については、聖域を設けずに分
　　　野別の具体的な削減の方策と工程表を明示し、
　　　着実に改革を実行するよう求める。
　　⑷消費税についてはこれまで主張してきたとお
　　　り、税率10％程度までは単一税率が望ましい　
　　　が、政府は税率10％引き上げ時に軽減税率制度
　　　を導入する予定としている。仮に軽減税率制度
　　　を導入するのであれば、これによる減収分につ
　　　いて安定的な恒久財源を確保するべきである。
　　⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇
　　　など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
　　　を阻害することが考えられる。政府・日銀に　
　　　は、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求
　　　めたい。
２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　・社会保障給付費は公費と保険料で構成されてい
　　る。適正な「負担」を確保するとともに、「給
　　付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑
　　制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。
　・社会保障の基本的なあり方では、「自助」「公
　　助」「共助」の役割と範囲を改めて見直すほか、
　　公平性の視点も重要である。その意味で、医療保
　　険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人
　　負担については、高齢者においても負担能力に応
　　じた公平性を原則とする必要がある。
　　⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格
　　　対応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高
　　　齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削

　　　減」等、抜本的な施策を実施する。
　　⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な
　　　規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制
　　　するために診療報酬（本体）体系を見直すとと
　　　もに、政府目標であるジェネリックの普及率80
　　　％以上も早期に達成する。 
　　⑶介護保険については、制度の持続性を高めるた
　　　めに真に介護が必要な者とそうでない者とにメ
　　　リハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。
　　⑷生活保護については、給付水準のあり方などを
　　　見直すとともに、不正受給の防止などさらなる
　　　厳格な運用が不可欠である。
　　⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保
　　　育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべ
　　　きである。その際、企業も積極的に子育て支援
　　　に関与できるよう、企業主導型保育事業のさら
　　　なる活用に向けて検討する。なお、子ども・子
　　　育て支援等の取り組みを着実に推進するために
　　　は安定財源を確保する必要がある。
　　⑹企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
　　　阻害しないような社会保障制度の確立が求めら
　　　れる。
３．行政改革の徹底
　・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた
　　政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
　　き自ら身を削らなければならない。にもかかわら
　　ず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような
　　事態に陥っているのは残念でならない。
　　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
　　　抑制。
　　⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人
　　　員削減と、能力を重視した賃金体系による人件
　　　費の抑制。
　　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
　・消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導
　　入されることになっているが、これは事業者の事
　　務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
　　ストおよび税収確保などの観点から問題が多く、
　　税率10％程度までは単一税率が望ましいことを改
　　めて表明したい。
　　⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置
　　　法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格
　　　転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をと
　　　るべきである。
　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と
　　　反動減による景気変動を抑制するための方策と
　　　して、「消費税還元セール」等の表示を可能と
　　　することが政府で検討されている。これは消費
　　　税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業
　　　に対して本体価格の引き下げを要求されかねな
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老人ホームへの慰問
平成 30年 9月 5日　　香取市介護老人保健施設おみがわ
　社会貢献活動で「ウクレレ愛好会」のメンバーを中心に慰問（平成 24年より 3度目の訪問）し、メイクアップ・
ウクレレ演奏とフラダンスを披露。またホームのスタッフの皆様と踊りを、また懐かしい唄を全員で合唱しま
した。
　ホームの皆様から花束と、大きな感謝の拍手と共に、「ありがとう、又来て下さい！」とのお言葉を頂き、「お
身体に気を付けて、お元気で、またお会いしましょう！」と言葉を交し、楽しいひと時を過ごしました。
　最後に今回施設から要望があった超音波・赤外線コール１台と「タオル」を贈呈致しました。

< 女性部会 >
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　台風２４号チャーミーの過ぎ去った翌週の１０月５日金曜日に、与倉屋
大土蔵（香取市佐原）にて、公益事業「ごきげん坐禅ＹＯＧＡ」を開催し
ました。
　『公益社団法人 佐原法人会 青年部会がお届けする体感系イベント』と
サブタイトルがあるように、講演会や研修会とは一味違った形態で、実験
的に行いました。坐禅だけなら寺がやればいい、ヨガだけなら市役所でも
やっている・・・。という事で　　坐禅　→　ヨガ　　という風に流れる
ような形で開催することにした。
　企画書を役員会に持ち込み、会議をしたところ色々な意見が出たけれど、
ＧＯサインとなりました。
　「参加者が１０人来るか解らない！」「凄く良い！このまま行こう！」「健
康ヨガ体操とかにしないと・・・」等々の期待と不安が満載の状況ですが、
事業をスタートしました。
　いろいろと調整したところ当初「禅寺ごきげんＹＯＧＡ」のタイトル名
でしたが、坐禅担当の和尚さんが禅宗ではなくなった為「ごきげん坐禅Ｙ
ＯＧＡ」に変更。場所も当初は、お寺の本堂でしたが、雰囲気が寺の本堂
に似ている与倉屋大土蔵に変更。住職・ヨガ講師・大土蔵のスケジュール
調整。その次はイベント告知用のチラシと、立て看板の制作。チラシが出
来たらイベント宣伝の為、スーパーや役所へチラシの掲示依頼、フリーペー
パーや地域紙・新聞への掲載依頼。という風にイベント開催へ向かって、
準備が進みます。
　そうこうしているうちに、読売新聞・楽ＣＴＩＹ！・エリート情報の３
社様よりイベント告知をしていただきました。更に広報香取・エリート情
報サマには、当日に取材に来ていただいたのでイベント報告をしていただ
けそうです。
　当日は７９人の応募者様が来場、さらに見学に来た方もいらっしゃいま
した。坐禅もヨガも多くの参加者様より、お褒めの言葉をいただきました。
良いのか悪いのか解りませんが、苦言が一つも入ってきません。第三者的
に、そして総合的に判断して、イベント自体は成功だと感じています。
　今回のイベントは参加者・住職・ヨガ講師・蔵・事務局・青年部会とそ
れぞれが支え合って出来たイベントだと感じます。
　イベントの翌週は租税教室講師研修会・その次に福祉施設の菊見会手伝
い翌月は『全国青年の集い・岐阜大会」とイベントは続きますが、１つ１
つ協力し合って、充実した青年部会の活動をしてゆきたいと思います。
　私自身、二十数年前に２カ月間かけてインド大陸を１周したことがあり
ます。その当時のインドヨガと、今回のポストコロニアル的な西洋文化ヨ
ガとでは大きく違うように思います。しかしそう言ったことも全部受け入
れたうえで、状況の変化や時代の移り変わりに対応できるような青年部会
活動を心がけ、佐原法人会の管轄１市３町の中でも常に気になる団体とな
れるようにしたいと思います。

< 青年部会 >

部会活動で互いの交流を深めよう!!≪青年・女性・源泉≫

合掌系エンターテイメント「ごきげん坐禅ＹＯＧＡ」を終えて・・・
青年部会長　小林一弘
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千葉営業店
〒261-7121　千葉市美浜区中瀬2-6-1
 　　　 WBGマリブイースト20階
TEL.043-350-3170　FAX.043-297-6418
（受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで
　　土・日・祝日・年末年始を除く）
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千葉銀行

佐原
信用金庫

銚子→

千葉
興業銀行

京葉銀行
銚子商工
信用組合

佐原駅

法人会事務所
佐原商工会議所会館

別館２F
TEL 0478(54)3387

   FAX 0478(52)5657　

法人会の理念
法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である

佐原税務署からのお知らせ

年末調整等説明会の開催について年末調整等説明会の開催について

　佐原税務署では、給与の支払者（源泉徴収義務者）の方々を対象に、年末調整の説明会を開催します。
　年末調整は、給与以外に所得のない方々にとって、確定申告に代わる重要な手続きです。
　正しい年末調整を行うために、是非ご出席ください。

（注） 対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。
　　　※ 説明会に関するお問い合わせは、佐原税務署（0478-54-1331内線 233）までお願いいたします。

開催日時 開催時間 説明会会場
対象地域
（注）

11 月 21 日
（水）

香取市
神崎町
多古町

11月 22日
（木）

香取市

東庄町
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香取市佐原イ 525 番地
佐原商工会議所会館内
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用紙配布
13時 00分～ 13時 30分
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13時 30分～ 16時 00分
用紙配布
13時 00分～ 13時 30分
説明会
13時 30分～ 16時 00分

香 取 市小見川
市民センター

香 取 市
佐原文化会館


